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平成２７年度飛騨地域広域行政協議会会計歳入歳出決算の審査意見の提出について 

 

 

飛騨地域広域行政協議会規約第１９条第２項の規定により審査に付された、平成２７

年度飛騨地域広域行政協議会会計歳入歳出決算について審査したので、別紙のとおり意

見を提出します。 

 

 

 



 

平成２７年度飛騨地域広域行政協議会会計 

歳入歳出決算審査意見書 

 

１ 審査の対象 

 平成２７年度飛騨地域広域行政協議会会計歳入歳出決算 

 

２ 審査の期日 

 平成２８年８月９日 

 

３ 審査の場所 

 高山市監査委員室 

 

４ 審査の方法 

 審査にあたっては、歳入歳出決算書について、(1)決算計数の正確性、(2)収入支出の

合法性、(3)予算執行の的確性等を主眼として総括的に審査するとともに、関係職員の説

明を聴取して行った。 

 

５ 審査の結果 

 審査に付された本会計の歳入歳出決算書は、関係法令に準拠して適正に表示され、そ

の計数は関係諸帳簿と符合し、かつ正確であることを認めた。また、予算の執行状況は、

全般にわたり適切妥当であることを確認した。 

 

（１）概況 

平成１７年２月１日に高山市、飛驒市及び大野郡白川村の区域の広域にわたる総

合的な計画に関する事務等を共同して管理、執行することを目的に当協議会は設立

された。担任事務の地方拠点都市地域基本計画が平成２７年度末で終了するため、

当協議会の存続についても協議され、計画終了とともに解散することとなった。 

当年度の決算総額は、収入済額２３万３，５８０円に対し、支出は無く、歳入歳

出差引残額は２３万３，５８０円となった。 

 

（２）歳入 

収入済額は２３万３，５８０円で、予算現額２３万４，０００円に対して

９９．８％の収入割合である。 

また、収入済額は繰越金２３万３，５３４円、諸収入４６円である。 



 

 

（３）歳出 

支出は無かった。 

 

６ むすび 

協議会の解散に伴い、歳入歳出差引残額については、平成２８年４月１日に負担割合

に応じて構成団体へ配分された。なお、高山市への配分額は１７４，１３２円、飛驒市

は５３，６６２円、白川村は５，７８６円であった。 

 


